
当事者（敬称／法人格略） 

原告：プラスワン（意匠権者） 

被告：ショーエイコーポレーション（被告商品の販売者） 

訴外：キャンドゥ（被告製品の末端販売者） 

訴外：ダイセン（被告製品の開発元） 

訴外：Ｗｕｘｉ（同上） 

訴外：ＣＮＴＡ（同上） 

 

時系列 

＜平成３１年／令和元年（２０１９年）＞ 

 4/ 1 ダイセン、ＷｕｘｉおよびＣＮＴＡによる開発打合せ 

 4/13 同社による最終案完成 

 5/27 ダイセンから被告への商品提案 

 6/ 5 ダイセンによる他社製品との比較表作成 

   ダイセンからＣＮＴＡへの図面等確認依頼 

 6/12 ダイセンから被告への開発状況報告 

 7/22 被告によるダイセン提示案了承 

 7/30 キャンドゥから被告への採用通知 

 7/31 ダイセンからＣＮＴＡへの採用等報告 

 8/ 2 被告とダイセンによる価格等に関する打合せ 

   被告からダイセンへの製品発注 

 8/20 原告による原告意匠の出願 

10/30 ダイセンから被告への製品納入 

11/12 被告からキャンドゥへ製品販売開始 

＜令和２年（２０２０年）＞ 

 1/10 原告意匠の登録 

 

原告意匠と被告製品 

原告登録意匠（意匠登録第 1651754号） 被告製品 

 

 

 

 

 


